
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則

社
会
福
祉
施
設
職
員
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
第
三
条
第
四
号
、
第
二
十
一

条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉

施
設
職
員
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
共
済
契
約
の
締
結
等
（
第
一
条―

第
五
条
）

第
二
章
　
退
職
手
当
金
の
支
給
等
（
第
六
条―

第
八
条
）

第
三
章
　
掛
金
の
納
付
（
第
八
条
の
二―

第
十
一
条
）

第
四
章
　
共
済
契
約
者
の
届
出
等
（
第
十
二
条―

第
十
九
条
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
二
十
条―

第
二
十
四
条
）

附
則

第
一
章
　
共
済
契
約
の
締
結
等

（
契
約
締
結
の
拒
絶
理
由
）

第
一
条
　
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
正
当
な
理
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
退
職
手
当
共
済
契
約
（
以
下
「
共
済
契
約
」
と
い
う
。
）
の
申
込
者
が
そ
の
使
用
す
る
職
員
に
対
す
る
給
与

の
支
払
を
怠
つ
て
い
る
こ
と
。

二
　
次
条
に
規
定
す
る
申
込
書
に
虚
偽
の
記
載
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
契
約
の
申
込
み
）

第
二
条
　
共
済
契
約
の
申
込
み
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
込
書
を
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
以

下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
込
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
所
在
地
（
特
定
社
会
福
祉
事
業
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
）
並
び
に
社
会
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
扱
定
員

三
　
共
済
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
の
有
無
及
び
締
結
し
た
こ
と
の
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
締
結
に
係
る
期
間

四
　
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
退
職
金
共
済
契
約
を
締
結

し
て
い
る
こ
と
の
有
無

五
　
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
職
種
、
本
俸
月
額
及
び
そ
の
従
事
す
る
社
会
福
祉
施
設
又
は

特
定
社
会
福
祉
事
業
の
名
称

六
　
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
の
う
ち
に
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま

で
の
規
定
に
よ
つ
て
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
こ
と
が
あ
る
者
が
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
当
該
共
済
契
約
者
の
氏
名
又
は
名
称

七
　
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
軽
費
老
人

ホ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第

二
百
八
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
旨

２
　
前
項
の
申
込
書
に
は
、
そ
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は

特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
契
約
の
申
込
み
の
承
諾
等
）

第
三
条
　
機
構
は
、
共
済
契
約
の
申
込
み
を
承
諾
し
た
と
き
は
、
共
済
契
約
の
締
結
を
証
す
る
書
類
に
約
款
を
添
え

て
当
該
共
済
契
約
の
申
込
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
は
、
共
済
契
約
の
締
結
を
拒
絶
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
当
該
共
済
契
約
の
申
込
者

に
文
書
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
出
の
拒
絶
理
由
）

第
三
条
の
二
　
法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
正
当
な
理
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
申
出
を
行
つ
た
共
済
契
約
者
が
そ
の
使
用
す
る
職
員
に
対
す
る
給
与
の
支
払
を
怠
つ
て
い
る
こ
と
。

二
　
次
条
に
規
定
す
る
申
出
書
に
虚
偽
の
記
載
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
申
出
を
行
つ
た
共
済
契
約
者
が
当
該
申
出
に
係
る
施
設
又
は
事
業
に
つ
い
て
当
該
申
出
の
日
前
一
年
以
内
に

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
共
済
契
約
を
解
除
し
て
い
る
こ
と
。

（
特
定
介
護
保
険
施
設
等
及
び
申
出
施
設
等
に
係
る
申
出
）

第
三
条
の
三
　
法
第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を

機
構
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
出
を
行
う
共
済
契
約
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
申
出
に
係
る
施
設
又
は
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
所
在
地
（
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
）

並
び
に
施
設
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
扱
定
員

三
　
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
（
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い

て
「
常
勤
者
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
施
設
若
し
く
は
事
業
の
業
務
及
び
申
出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
す

る
共
済
契
約
対
象
施
設
等
の
業
務
を
兼
務
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
（
兼
務
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
の
勤
務
時
間

の
一
週
間
の
合
計
が
、
当
該
共
済
契
約
対
象
施
設
等
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
者
の
一
週
間
の
勤
務
時
間
に
見

合
う
場
合
に
限
る
。
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
兼
務
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
職
種
、
本

俸
月
額
及
び
そ
の
従
事
す
る
施
設
又
は
事
業
の
名
称

四
　
常
勤
者
又
は
兼
務
者
の
う
ち
に
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で

の
規
定
に
よ
つ
て
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
こ
と
が
あ
る
者
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
当
該
共
済
契
約
者
の
氏
名
又
は
名
称

五
　
常
勤
者
又
は
兼
務
者
の
う
ち
に
引
き
続
き
一
年
以
上
当
該
申
出
を
行
う
共
済
契
約
者
に
係
る
被
共
済
職
員
で

あ
つ
た
者
で
法
第
十
一
条
第
七
項
又
は
令
第
五
条
に
規
定
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
こ
と
が
あ
る
者
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
退
職
し
た
年
月
日

六
　
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
つ
て
は
、
令
第
二
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
施
設
に
該
当
す
る
旨

七
　
令
第
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
同
号
に
定
め
る
措
置
入
所
障
害
児
関
係
業
務
従
事
職

員
数
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
所
に
あ
つ
て
は
同
号
に
定
め
る
特
定
職
員
数

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
あ
つ
て
は
そ
の
申
出
に
係
る
施
設
又
は
事
業

が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
又
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
に
あ
つ
て
は
そ
の
申
出
に
係
る
施
設
又
は
事
業
が
当
該
申
出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
出
の
承
諾
等
）

第
三
条
の
四
　
機
構
は
、
特
定
介
護
保
険
施
設
等
又
は
申
出
施
設
等
に
係
る
申
出
を
承
諾
し
た
と
き
は
、
申
出
の
承

諾
を
証
す
る
書
類
を
当
該
申
出
を
行
つ
た
共
済
契
約
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
は
、
申
出
を
拒
絶
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
当
該
申
出
を
行
つ
た
共
済
契
約
者
に
文

書
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
が
行
う
契
約
の
解
除
）

第
四
条
　
法
第
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
契
約
の
解
除
は
、
そ
の
旨
を
当
該
共
済
契
約
者
に
文

書
で
通
知
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
通
知
に
は
、
解
除
の
理
由
を
附
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
共
済
契
約
者
が
行
う
契
約
の
解
除
）

第
五
条
　
法
第
六
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
契
約
の
解
除
は
、
同
項
の
同
意
が
あ
つ
た
こ
と
を
証

す
る
書
類
を
添
え
て
そ
の
旨
を
機
構
に
文
書
で
通
知
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
退
職
手
当
金
の
支
給
等

（
退
職
手
当
金
の
請
求
）

第
六
条
　
退
職
手
当
金
の
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
退
職
の
理
由
及
び
年
月
日

1



三
　
共
済
契
約
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四
　
振
込
み
を
希
望
す
る
金
融
機
関
（
機
構
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
及
び
預
貯
金
口

座
の
番
号

２
　
退
職
し
た
者
が
法
第
九
条
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
請
求
書
に
は
、
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師

の
診
断
書
又
は
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
若
し
く
は
死
亡
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
退
職
手
当
金
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
が
被
共
済
職
員
の
遺
族
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
請
求
書
に
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
診
断
書
そ
の
他
被
共
済
職
員
の
死
亡
を
証
す
る
書
類

二
　
請
求
者
と
死
亡
し
た
被
共
済
職
員
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

（
請
求
者
が
届
出
を
し
て
い
な
い
が
被
共
済
職
員
の
死
亡
の
当
時
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
）

三
　
請
求
者
が
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
被
共
済
職
員
の
死
亡
の
当

時
主
と
し
て
そ
の
収
入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
請
求
者
が
死
亡
し
た
被
共
済
職
員
の
配
偶
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
よ
り
先
順
位
の
遺
族
が
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

４
　
退
職
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
遺
族
に
同
順
位
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
退
職
手
当
金
の
請
求
は
、

退
職
手
当
金
の
受
領
に
関
し
一
切
の
権
限
を
有
す
る
代
理
人
一
人
を
定
め
、
そ
の
者
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
前
項
の
代
理
人
は
、
そ
の
権
限
を
証
す
る
書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
退
職
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
相
続
人
が
退
職
手

当
金
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
五
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
第
一
項
の
請
求
書
に
は
、
当
該
相
続
人

が
当
該
退
職
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
職
手
当
金
の
支
給
）

第
七
条
　
退
職
手
当
金
の
支
給
は
、
請
求
者
の
希
望
す
る
金
融
機
関
の
預
貯
金
口
座
へ
の
振
込
み
の
方
法
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

（
被
共
済
職
員
期
間
の
合
算
の
申
出
）

第
八
条
　
法
第
十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
し

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
申
出
を
行
う
被
共
済
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
出
職
員
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
申
出
職
員
の
退
職
の
理
由
及
び
退
職
し
た
年
月
日

三
　
申
出
職
員
が
退
職
す
る
前
に
使
用
さ
れ
た
共
済
契
約
者
及
び
再
び
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
際
に
使
用
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
共
済
契
約
者
の
氏
名
又
は
名
称

第
三
章
　
掛
金
の
納
付

（
措
置
入
所
障
害
児
関
係
業
務
割
合
）

第
八
条
の
二
　
令
第
六
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
入
所
障
害
児
関
係
業
務
割
合
は
、
当
該
事
業
年
度
の
前

年
度
の
各
月
の
初
日
に
お
け
る
同
号
に
規
定
す
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
が
使
用
さ
れ
る
施
設
を
利
用
す
る

児
童
の
合
計
数
（
当
該
施
設
の
運
営
が
前
年
度
の
三
月
二
日
以
後
に
開
始
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設

の
運
営
が
開
始
さ
れ
た
日
及
び
そ
の
翌
月
の
初
日
に
お
け
る
当
該
児
童
の
合
計
数
（
当
該
施
設
の
運
営
が
開
始
さ

れ
た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
に
お
け
る
当
該
児
童
の
数
）
）
の
う
ち
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
三
号
の
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
の
占

め
る
割
合
と
す
る
。

（
特
定
社
会
福
祉
事
業
割
合
）

第
九
条
　
令
第
六
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
社
会
福
祉
事
業
割
合
は
、
同
号
に
規
定
す
る
特
定
介
護
保
険

施
設
等
職
員
が
使
用
さ
れ
る
事
業
所
に
お
い
て
当
該
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
が
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
業

務
に
係
る
当
該
事
業
年
度
の
前
年
度
の
収
入
額
（
当
該
事
業
所
の
運
営
が
前
年
度
の
三
月
二
日
以
後
に
開
始
さ
れ

た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
所
の
運
営
が
開
始
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
及
び
そ
の
翌
月
（
当
該
事
業
所
の
運

営
が
開
始
さ
れ
た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
の
当
該
業
務
に
係
る
収
入
額
）
の
う

ち
、
特
定
社
会
福
祉
事
業
に
係
る
も
の
の
占
め
る
割
合
と
す
る
。

（
掛
金
の
納
付
請
求
書
の
送
付
）

第
九
条
の
二
　
機
構
は
、
毎
事
業
年
度
の
開
始
前
に
掛
金
の
納
付
請
求
書
を
共
済
契
約
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
新
た
に
共
済
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
の
申
込
み
の
日
又
は
そ
の
承
諾
の

日
が
属
す
る
事
業
年
度
分
の
掛
金
に
つ
い
て
は
、
機
構
が
当
該
契
約
の
申
込
み
を
承
諾
す
る
と
き
に
送
付
す
る
も

の
と
す
る
。

（
掛
金
の
納
付
）

第
十
条
　
掛
金
の
納
付
は
、
前
条
の
納
付
請
求
書
を
金
融
機
関
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
納
付
期
限
の
延
長
）

第
十
一
条
　
共
済
契
約
者
は
、
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
の
納
付
期
限
の
延
長
を
申
請
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
そ
の
理
由
及
び
希
望
す
る
延
長
期
限
を
記
載
し
た
申
請
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
は
、
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
掛
金
の
納
付
期
限
を
延
長
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

及
び
延
長
期
限
を
当
該
共
済
契
約
者
に
文
書
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
共
済
契
約
者
の
届
出
等

（
共
済
契
約
者
の
届
出
等
）

第
十
二
条
　
共
済
契
約
者
は
、
経
営
者
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
経
営
者
で
な
く
な
つ
た

年
月
日
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
　
共
済
契
約
者
は
、
当
該
共
済
契
約
に
係
る
被
共
済
職
員
に
つ
き
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
規
定
に
よ

る
退
職
金
共
済
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
締
結
の
年
月
日
を
記
載
し
た
届
書
を

機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
共
済
契
約
者
は
、
毎
事
業
年
度
、
四
月
一
日
に
お
い
て
使
用
す
る
被
共
済
職
員
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
同
月
末
日
ま
で
に
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
本
俸
月
額

二
　
前
事
業
年
度
に
お
け
る
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
被
共
済
職
員
期
間
と
な
る
月
数

三
　
従
事
す
る
共
済
契
約
対
象
施
設
等
の
名
称

四
　
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
つ
て
は
、
令
第
二
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
施
設
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無

五
　
令
第
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
同
号
に
定
め
る
措
置
入
所
障
害
児
関
係
業
務
従
事
職

員
数
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
所
に
あ
つ
て
は
同
号
に
定
め
る
特
定
職
員
数
。
た
だ
し
、
同
項
各
号
に
規

定
す
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
が
使
用
さ
れ
る
施
設
又
は
事
業
所
の
運
営
を
前
年
度
の
三
月
二
日
以
後
に

開
始
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
見
込
数
と
す
る
。

２
　
前
項
の
届
書
に
同
項
第
五
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
見
込
数
を
記
載
し
て
提
出
し
た
共
済
契
約
者
は
、
令
第
六

条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
措
置
入
所
障
害
児
関
係
業
務
従
事
職
員
数
又
は
同
項
第
二
号
に
定
め
る
特
定
職
員
数

が
当
該
見
込
数
と
異
な
る
場
合
は
、
当
該
措
置
入
所
障
害
児
関
係
業
務
従
事
職
員
数
又
は
当
該
特
定
職
員
数
を
記

載
し
た
届
書
を
、
五
月
末
日
ま
で
に
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
　
共
済
契
約
者
は
、
新
た
に
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
者
に
つ
い

て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
、
職
種
及
び
本
俸
月
額

二
　
従
事
す
る
共
済
契
約
対
象
施
設
等
の
名
称
、
種
類
及
び
所
在
地
（
特
定
社
会
福
祉
事
業
又
は
特
定
介
護
保
険

施
設
等
若
し
く
は
申
出
施
設
等
で
あ
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
）

三
　
異
動
の
内
容
及
び
年
月
日

四
　
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
共
済
契
約
が

解
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
こ
と
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
共
済
契
約
に
係
る

共
済
契
約
者
の
氏
名
又
は
名
称

五
　
引
き
続
き
一
年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
る
者
が
、
法
第
十
一
条
第
七
項
又
は
令
第
五
条
に
規
定
す
る
理
由
に

よ
り
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
、
退
職
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
に
、
再
び
当
該
共
済
契

2



約
者
に
係
る
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
と
き
は
、
退
職
の
年
月
日
及
び
再
び
被
共
済
職
員
と
な
る
ま
で
の
間
に
従

事
し
た
施
設
又
は
事
業
の
名
称

第
十
六
条
　
共
済
契
約
者
は
、
退
職
し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
退
職
の
理
由
及
び
年
月
日

三
　
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
被
共
済
職
員
期
間
と
な
る
月
数

四
　
退
職
の
日
の
属
す
る
月
前
（
退
職
の
日
が
月
の
末
日
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
月
以
前
）
に
お
け
る
被
共
済
職

員
期
間
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
最
後
の
六
月
の
本
俸
の
各
月
ご
と
の
額

五
　
引
き
続
き
一
年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
る
者
が
、
法
第
十
一
条
第
七
項
又
は
令
第
五
条
に
規
定
す
る
理
由
に

よ
り
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
退
職
後
に
従
事
す
る
施
設
又
は
事
業
の
名
称

第
十
七
条
　
共
済
契
約
者
は
、
そ
の
名
称
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の

旨
及
び
変
更
の
年
月
日
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
　
被
共
済
職
員
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
変
更
の
年
月
日
を
共

済
契
約
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
共
済
契
約
者
は
、
前
項
の
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
被
共
済
職
員
の
変
更
前
及
び
変
更
後
の

氏
名
並
び
に
変
更
の
年
月
日
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
　
第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
ほ
か
、
共
済
契
約
者
は
、
被
共
済
職
員
の
従
業
の
状
況
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
機
構
か
ら
届
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
　
雑
則

（
立
入
検
査
の
場
合
の
証
明
書
）

第
二
十
条
　
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
当
該
職
員
が
携
帯
す
べ
き
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
。

（
被
共
済
職
員
原
簿
）

第
二
十
一
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
共
済
職
員
に
関
す
る
原
簿
（
以
下
「
被
共
済
職
員
原
簿
」

と
い
う
。
）
に
記
録
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
被
共
済
職
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
被
共
済
職
員
期
間

二
　
共
済
契
約
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
　
従
事
す
る
共
済
契
約
対
象
施
設
等
の
名
称

（
被
共
済
職
員
原
簿
の
閲
覧
請
求
）

第
二
十
二
条
　
被
共
済
職
員
又
は
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
者
は
、
自
己
に
利
害
関
係
の
あ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
被

共
済
職
員
原
簿
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
記
録
の
保
存
又
は
機
構
の
事
務
に
支
障
の
あ
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
あ
つ
せ
ん
の
請
求
手
続
）

第
二
十
三
条
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
あ
つ
せ
ん
の
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
紛
争
の
内
容

三
　
紛
争
の
経
過
概
要

（
あ
つ
せ
ん
の
経
過
概
要
の
通
知
）

第
二
十
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
あ
つ
せ
ん
を
終
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
経
過
概
要
を
請
求
者
及
び
機
構
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
章
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
、
昭

和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
附
則
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
）

２
　
令
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
を
行
う
共
済
契
約
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
届
出
に
係
る
施
設
の
名
称
、
種
類
及
び
所
在
地

三
　
転
換
を
行
う
年
月
日

四
　
そ
の
他
機
構
が
必
要
と
認
め
る
事
項

３
　
前
項
の
届
出
は
、
転
換
の
日
の
前
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
四
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
一
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
退
職

に
係
る
届
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
三
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
八
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
四
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ

て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
及
び
板
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
改

正
後
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
五
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
四
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
六
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
四
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
四
年
六
月
三
十
日
以
前
に
新
た
に
被
共

済
職
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
届
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ

て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
八
日
厚
生
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

3



（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
二
年
度
に
お
い
て
、
共
済
契
約
者
が
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共

済
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
届
書
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
前
事
業
年
度
」
と
あ

る
の
は
、
「
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
厚
生
省
令
第
一
〇
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
六
日
厚
生
省
令
第
一
四
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
社
会
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
社
会
福
祉
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十

一
号
）
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法

律
第
百
五
十
五
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
経
営
者
と
み
な
さ
れ
る
者
（
法
人
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
に
係

る
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
第
六
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
一
項
第
三
号
、
第
十
七
条
、
第
二
十
一
条
第
二
号
及
び
第
二
十
三
条
第
一

号
中
「
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
氏
名
」
と
、
「
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
住
所
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条
及
び
附
則
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で

の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
八
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
介
護
保
険
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十

三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
を
行
う
共
済
契
約
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
届
出
に
係
る
介
護
保
険
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
名

称
、
種
類
及
び
所
在
地

三
　
そ
の
他
機
構
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２
　
前
項
の
届
出
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
三
条
　
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
六
号
、
第
三
条
の
二
第
三
号
及
び
第
三
条

の
三
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
条
第
一
項
第
六
号
中
「
又
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま

で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
又
は
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
介
護

保
険
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
」
と
、
新
規
則
第
三
条
の
二
第
三
号
中
「
法
第
六
条

第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
条
第
五
項
又
は
介
護
保
険
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
」
と
、
新
規

則
第
三
条
の
三
第
四
号
中
「
又
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま

で
又
は
介
護
保
険
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
」
と
す
る
。

第
四
条
　
当
分
の
間
、
新
規
則
第
五
条
の
規
定
は
、
介
護
保
険
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
退
職
手
当
共
済
契
約
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
二
十
一
号
。
以
下
「
社
会
福
祉
法
等

改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
六
条
第
二
項
又
は
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行

に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
整
備

令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
独
立
行

政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
を
行
う
共
済
契
約
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
届
出
に
係
る
社
会
福
祉
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
等
又
は
整
備

令
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
名
称
、
種
類
及
び
所
在
地

三
　
そ
の
他
機
構
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
三
条
　
当
分
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
以

下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
六
号
、
第
三
条
の
二
第
三
号
及
び
第
三
条
の
三
第
四
号
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
条
第
一
項
第
六
号
中
「
又
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
若
し

く
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号
。

以
下
「
介
護
保
険
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
二
十
一
号
。
以
下
「
社
会
福
祉
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
条
第

一
項
」
と
、
新
規
則
第
三
条
の
二
第
三
号
中
「
法
第
六
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
条
第
五
項
、
介
護
保

険
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
社
会
福
祉
法
等
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
」
と
、
新
規
則
第

三
条
の
三
第
四
号
中
「
又
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、

介
護
保
険
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
社
会
福
祉
法
等
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
」
と
す

る
。

第
四
条
　
当
分
の
間
、
新
規
則
第
五
条
の
規
定
は
、
社
会
福
祉
法
等
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
退
職
手
当
共
済
契
約
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の

と
み
な
す
。
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２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕

っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式

別記様式 

(表 面) 

社会福祉施設職員等退職手当共済法第23条第2項

の規定による身分証明書 

第  号 

令和  年  月  日交付 

  

官職又は職名     氏 名 

生年月日 
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(裏 面) 

 注意 

1 この身分証明書は、他人に貸与し、又は譲渡

してはならない。 

2 この身分証明書は、交付の日から1年間有効と

する。 

3 この身分証明書は、有効期間が経過し、又は

不用となつたときは、すみやかに、返還しなけ

ればならない。 

社会福祉施設職員等退職手当

共済法(抄) 

 (立入検査) 

第23条 厚生労働大臣又は都道府県知事は､必要

があると認めるときは、当該職員をして、経営

者の経営する共済契約対象施設等に係る施設

若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち入

つて、被共済職員若しくは掛金に関する事項に

ついて関係人に質問させ、又はこれらの事項に

関する帳簿書類を検査させることができる。 

2 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当

該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、か

つ、関係人の請求があるときは、これを提示し

なければならない。 

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために

認められたものと解釈してはならない。 

 備考 この身分証明書は、厚紙を用い、中央の点線のところから二つ折りとすること。 

(A7) 

6


